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本 DVDに収録されている映像は、動画共有サイトYouTube の
「法務省チャンネル」及び「人権チャンネル」で視聴可能です
法務省チャンネル https://www.youtube.com/MOJchannel

人権チャンネル https://www.youtube.com/jinkenchannel
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検 索

　隔離政策によって偏見や差別に苦しみながら生きてきた、ハンセン病元患者やその家族のエピソードをアニメーション化し、
国立ハンセン病資料館学芸員による解説とともに収録しています。ハンセン病についての正しい知識や歴史、そして近年の
動向など、ハンセン病に関する理解を深めるとともに、偏見や差別のない社会の実現について考えるためのDVDです。

　ハンセン病は、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代では感染することも発病することもほとんどありません
が、19世紀後半は、多くの死者を出したコレラやペストと同
じように恐ろしい伝染病であると考えられていました。
　昭和6年（1931年）に、ハンセン病の全ての患者の隔離
を目指した「癩予防法」が成立。ハンセン病患者は強制的に
療養所へと収容されました。また、各県では行政と地域住
民が率先して患者を見つけ出し、療養所へと送り込む、官民
一体となった「無らい県運動」が行われました。こうした隔離
政策は、ハンセン病患者やその家族への偏見や差別をます
ます強いものにしていきました。
　有効な治療薬が開発された後もハンセン病患者の隔離は
続きましたが、平成8年（1996年）に「らい予防法」*は廃止さ

偏見や差別のない社会を目指し私たちがハンセン病問題から学ぶべきこと
れ、裁判によって国が進めてきた隔離政策の誤りが認められ
ました。しかし、ハンセン病に対する偏見はなくなっておらず、
療養所で暮らす元患者、退所した社会復帰者、そしてその家
族に対する差別は現在も続いています。
　近年、こうした苦しみの中を生きてきた元患者やその家族
に対する補償や支援が行われる一方で、元患者やその家族
の高齢化が進み、ハンセン病問題自体が風化していく恐れが
あります。私たちは、偏見や差別に苦しんできたハンセン病
元患者やその家族の体験、この病気の歴史を忘れず、同じよ
うな過ちを繰り返してはいけません。
　差別や人権侵害のない社会の実現に向けて、ハンセン病
問題から私たちが学ぶべきことはたくさんあるはずです。
＊�昭和28年（1953年）に「癩予防法」が改正されこの名称となった
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◦ハンセン病とはどのような病気か
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